
 

 

【別紙】定款変更の内容 

 （下線は変更部分を示しております。） 

現  行  定  款 変   更   案 

 
第１章 総    則 

                      

（機関の設置） 
第４条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。 
１．取締役会 
 ２．監査役 
 ３．監査役会 
４．会計監査人 

 
第２章 株    式 

 
（自己の株式の取得） 
第８条 当会社は、取締役会の決議をもって市

場取引等により、自己の株式を取得することが

できる。 
 

 
第４章 取締役及び取締役会 

 
（代表取締役及び役付取締役） 
第 22条 取締役会は、その決議をもって当会社
を代表する取締役若干名を選定する。 
  取締役会は、その決議をもって取締役会長

１名及び取締役副会長若干名を定めることが

できる。 
       （新   設） 
 
 
（取締役会の招集通知） 
第 23条 取締役会の招集通知は、各取締役及び
各監査役に対して会日の３日前までに発す

る。ただし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。 
 

 
第１章 総    則 

                     

（機関の設置） 
第４条 当会社は、委員会設置会社として、株

主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

 １．取締役会 
 ２．指名委員会、監査委員会及び報酬委員会

 ３．執行役 
 ４．会計監査人 
 

第２章 株    式 
 

 
（削   除） 

 
 
 
 

第４章 取締役、取締役会及び委員会 
 
（役付取締役及び取締役会の招集、議長） 
第 22条    （削   除） 
 
取締役会は、取締役の中からその決議によっ

て役付取締役を選定することができる。 
 
取締役会は、あらかじめ取締役会の定めた取

締役がこれを招集し、その議長となる。 
 
（取締役会の招集通知） 
第 23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対
して会日の３日前までに発する。ただし、緊

急の必要があるときは、この期間を短縮する

ことができる。 
 



 

 

（取締役会決議の省略） 
第 24条 当会社は、取締役が取締役会の決議の
目的である事項について提案した場合に、当

該事項の議決に加わることができる取締役の

全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

取締役会の決議があったものとみなす。ただ

し、監査役が当該議案について異議を述べた

ときはこの限りではない。 
 

 
（新   設） 

 
 
 

第５章 監査役及び監査役会 
 
（監査役の員数） 
第 26条 当会社は、監査役３名以上を置く。 
 
（監査役の選任） 
第 27 条 監査役は、株主総会において選任す
る。 
 監査役の選任決議は、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。 
 
（監査役の任期） 
第 28条 監査役の任期は、選任後４年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の集結の時までとする。 
 
（監査役会の招集通知） 
第 29条 監査役会の招集通知は、各監査役に対
して会日の３日前までに発する。ただし、緊

急の必要があるときは、この期間を短縮する

ことができる。 
 

（取締役会決議の省略） 
第 24条 当会社は、取締役が取締役会の決議の
目的である事項について提案した場合に、当

該事項の議決に加わることができる取締役の

全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

取締役会の決議があったものとみなす。 
 
 

 
（委員会の委員） 
第 26条 指名委員会、監査委員会及び報酬委員
会の委員は、取締役の中から、取締役会の決

議によって選定する。 
 

（削   除） 
  
 

（削   除） 
 
 

（削   除） 
 
 
 
 
 
 
 
（削   除） 
 
 
 
 
（削   除） 
 
 
 
 



 

 

（監査役の責任免除） 
第 30 条 当会社は、法令の定めるところに従
い、任務を怠ったことによる監査役（監査役

であった者を含む。）の損害賠償責任を、法

令の限度において、取締役会の決議によって

免除することができる。 
  当会社は、社外監査役との間で、その任務

を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法

令が定める金額を限度とする旨の契約を締結

することができる。 

 

（新   設） 
 
 

（新   設） 
 
 
 

（新   設） 
 
 
 
 
 

（新   設） 
 
 
 
 
 
 

（新   設） 
 
 

 

 
 

第 6章 計    算 

 
（削   除） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第５章 執 行 役 
 
 
（執行役の選任） 
第 27条 執行役は、取締役会の決議によって選
任する。 

 
（執行役の任期） 
第 28条 執行役の任期は、選任後１年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結後最初に招集される取締役

会の終結の時までとする。 
 
（代表執行役及び役付執行役） 
第 29条 代表執行役は、執行役の中から、取締
役会の決議によって選定する。 
取締役会は、執行役の中から、その決議に

よって役付執行役を選定することができる。

 
 
（執行役の責任免除） 
第 30 条 当会社は、法令の定めるところに従
い、任務を怠ったことによる執行役（執行役

であった者を含む。）の損害賠償責任を、法

令の限度において、取締役会の決議によって

免除することができる。 
 

第 6章 計    算 



 

 

 
（剰余金の配当） 
第 32条 当会社は、株主総会の決議により、毎
事業年度末日の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主又は登録株式質権者

に対し、期末配当を行うことができる。 
  前項のほか、当会社は、取締役会の決議に

より、毎年９月３０日の株主名簿及び実質株

主名簿に記載又は記録された株主又は登録株

式質権者に対し、中間配当を行うことができ

る。 
  

（新  設） 
 

（新  設） 

 
（剰余金の配当等） 
第 32条 当会社は、株主総会の決議によらず取
締役会の決議によって、会社法４５９条第１

項各号に掲げる事項について定めることがで

きる。   
  剰余金の配当の基準日は、毎年３月３１日、

９月３０日とする。 
 

 
 
 
附則 
 
（責任免除に関する経過措置） 
当会社は、委員会設置会社移行時前の取締役及

び監査役の損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除することがで

きる。 
 

 
 
 
 


